
（参議院比例代表選挙） 

参議院名簿登載者（特定枠名簿登載者を除く）の行うことができる選挙運動 
 

  内 容 

選 挙 事 務 所 
・１箇所 
・１日につき１回を超えて移動できない。 
・入り口に中央選管が交付する標札を掲示する。 

自 動 車 • 船 舶 
・２台まで 

・中央選管が交付する表示板を掲示する。 

拡声機（携帯用を含む） 
・２そろいまで 
・中央選管が交付する表示板を掲示する。 
・上記のほか演説会開催中にその会場においては別に１そろい使用可 
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・中央選挙管理会に届け出たもの２種類以内２５万枚まで 
・規格制限あり（ 29.7 × 21.0cm 以内） 
・記載事項あり 
・証紙の貼付が必要 
・頒布方法 

①  新聞折込み 
②  当該名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所 
③  当該名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内 

通 常 葉 書 
・１５万枚まで 

・選挙用の表示を受ける必要あり 

インターネット等
を利用する方法 

※ 特定枠名簿登載
者も可能 

(1)（ウェブサイト等）※第三者も含めて選挙運動が可能 
・電子メールアドレス等の表示義務あり 

(2)（電子メール）※第三者は電子メールを利用した選挙運動はできない 
・選挙運動用電子メール送信者の表示義務あり 

①  選挙運動用電子メールである旨 
②  選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称 
③  選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否通知を行うことができる旨 
④  送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先 

・送信先の限定あり 
①  あらかじめ、選挙運動用電子メール送信の求め・同意を選挙運動用電子メ

ール送信者に通知した者 
②  政治活動用電子メールを継続的に受信している者であって、あらかじめ、

選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかった者 

新 聞 広 告 ・なし（政党枠で行う） 

選 挙 公 報 ・なし（政党枠で行う） 
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ポスター立札、 
ちょうちん及び 

看板の類  

(1) 選挙運動用ポスター（下記以外のもの） 
・７万枚まで 
・種類制限なし 
・記載事項あり 
・証紙の貼付が必要 
・規格制限あり（ 42 × 30cm 以内） 

(2) 選挙事務所表示のためその場所において使用するもの 
・選挙事務所ごとに通じて３以内（ちょうちんは別に１箇） 
・規格制限あり ポスター、立札及び看板の類 350 × 100cm 以内

ちょうちん 高さ 85 ×直径 45cm 以内 
(3) 選挙運動用自動車、船舶に取り付けて使用するもの 

・枚数制限なし（ちょうちんは１箇） 
・規格制限あり ポスター、立札及び看板の類 273 × 73cm 以内

ちょうちん 高さ 85 ×直径 45cm 以内 
(4) 個人演説会の会場において使用するもの 

ア 会場外 会場ごとに通じて２以内（ちょうちんは会場内外あわせて１箇） 
イ 会場内 枚数制限なし（ちょうちんは会場内外あわせて１箇） 
・規格制限あり ポスター、立札及び看板の類  273 × 73cm 以内 

（屋内の会場内は制限なし） 
ちょうちん  高さ 85 ×直径 45cm 以内 

・記載事項あり 
・屋内の会場内は映写等の類が可能 

たすき、胸章及び腕章の類 
・候補者が使用するもの 
・数量、規格制限なし 



政 見 放 送 ・なし（政党枠で行う） 

個 人 演 説 会 ・回数制限、同時開催制限なし 

街 頭 演 説 

演説者がその場にとどまり、標旗を掲げる（標旗は６本交付されるので、同時
開催は最大限６箇所までに制限される。） 
・午前８時から午後８時まで 
・選挙運動員の制限あり（腕章を着用した者１５人以内） 

そ の 他 

連呼行為 ・個人演説会の会場 
・街頭演説の場所 
・選挙運動用自動車、船舶の上 

 

午前８時から午後８時まで 

 

 


